
 

特 記 仕 様 書 

 

第１条 適用 

１.この特記仕様書は、山梨県県土整備部土木工事共通仕様書（令和７年１０月改定）（以

下、「共通仕様書」という。）でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。 

２.この工事の施工にあたっての一般事項は、共通仕様書によるものとする。 

 

第２条 法定外の労災保険の付保 

 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付すよう努めなければならない。 

 

第３条 作業時間 

本工事箇所については、８：００～１７：００の間とする。なお、事情により作業時

間を変更する場合は、監督員と協議の上決定する。 

 

第４条 設計図書の照査 

受注者は、施工前及び施工途中において、約款第１９条第 1 項第 1 号から第 5 号に係

る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる

資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。 
 
第５条 再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出 

本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、受注者は国土交通省 HP に登録さ
れている建設リサイクル報告様式により作成した再生資源利用計画書及び再生資源利
用促進計画書を出力し、１部（紙）を施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。 
また、受注者は計画及び確認結果票を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければな
らない。 

工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実
施書及び再生資源利用促進実施書を出力し、１部（紙）を完成書類に添付し、また、電
子データを電子媒体（ＣＤ、ＤＶＤ等）により監督員に提出するものとする。 
なお、建設副産物情報交換システム（COBRIS）を利用し入力することも可とし、この場
合は電子データの提出は不要とする。 
※建設リサイクル報告様式の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードし
て入手すること。また、同ページに掲載されている、記入内容チェックツールを使用し
て入力内容をチェックすること。建設副産物情報交換システム（COBRIS）を利用する場
合は、システムで入力内容をチェックすること。 
URL 
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101cre
das1top.htm 
 
第６条 工事測量 

受注者は、工事着手後速やかに測量を実施し、測量標（仮ＢＭ）、工事用多角点



 

の設置及用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が
設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提
出し指示を受けなければならない。 
 
第７条 工事中の安全確保 

１．本工事の施工に際しては、一般通行者等が工事区域内へ侵入しないようバリケー

ド・保安灯等を設置し分離を図ること。 
 
第８条 工期及び工程管理 

工期は、雨天、休日等を見込み、契約の翌日から別途定める日までとする。なお、休

日には、日曜日、祝日、年末年始及び夏期休暇のほか、作業期間内のすべての土曜日を

含んでいる。ただし、やむを得ず休日に作業を行う必要がある場合は、監督員に届け出

るものとする。 
受注者は、約款第 11 条に基づき、工事履行報告書を提出するものとし、進捗に大き

く遅延が認められる場合はその原因や対処方法を監督員に報告するものとする。 
 
第９条 週休２日の適用について 

本工事は、週休２日適用工事として、４週８休以上の現場閉所を見込んでいる。 
取り扱いについては、令和７年１月１日から適用する「南アルプス市週休２日工事

実施要領」による。 
２ 週休２日は、通期の週休２日または月単位の週休２日により取り組むこととし、

工事打合せ簿により提出すること。 
 
第１０条 段階確認 

段階確認にあたり、受注者は共通仕様書によるほか、以下によるものとする。 
（１）社内検査の実施 

段階確認を受ける前には必ず社内検査を実施し、設計図書どおりの施工がなされてい
るか事前確認すること。また、社内検査資料を整理し、監督員から請求があった場合は
提示しなければならない。 
（２）段階確認時の注意事項 

段階確認においては、出来形管理表を作成し、監督員に提出すること。 
 
第１１条 建設廃棄物の適正処理 

建設工事の施工により発生するコンクリート塊、鉄筋コンクリート塊、アスファ
ルト塊等は、廃棄物処理法に基づき該当産業廃棄物の処分業の許可を得ている再資
源化施設で適正に処分すること。 

なお、本工事から排出される廃棄物は、自県内処理が好ましいため、県内の再資
源化施設で処分することに努めるものとする。 
 
第１２条 舗装版切断時に発生する濁水処理 
 舗装版切断時に発生する濁水は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、
原則として収集し処分業の許可を取得している中間処理施設等へ運搬し処分するも



 

のとする。また、産業廃棄物管理表（マニフェスト）により適正に処理し、監督員
に提示するものとする。 
 
第１３条 創意工夫・工事特性･社会性等の実施状況 

受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や工事特性に関する項目、ま
たは地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完成時までに
所定の様式により提出することが出来る。 

 
第１４条 工事書類等の納品に係る事項 
１.提出書類については、「南アルプス市工事（委託）書類簡素化一覧表」による。 
２.提出書類の内、工事写真については電子納品、又は簿刷納品とする。電子納品とは、

「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」
をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事写真の電子納品要領（南アルプス市）」
（以下「要領」という。）に基づいて作成した電子データを指す。 

３.成果品は、「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体（CD-R 又は DVD） 
で２部提出する。 

４.成果品提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがな
いことを確認した後、ウィルス対策を実施した上で提出すること。 

 
第１５条 暴力団等排除措置について 

受注者は、暴力団等から不当要求及び工事妨害を受けた場合は、その旨を直ちに発注

者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 

 
第１６条 下請施工体系図の作成及び提出 
 「山梨県暴力団排除条例の施行に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的とし
て、受注者は、下請負者を用いる場合には、金額・工種の如何にかかわらず、末端
の下請負者まで反映させた、「下請負施工体系図」を作成し、遺漏・誤診が無いよ
う記載内容を十分確認の上、遅滞なく監督員へ提出するものとする。 
 また、提出した「下請施工体系図」の内容に変更が生じた場合は、その都度変更
するものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。 
 なお、提出は打ち合わせ簿によるものとする 
 
第１７条 管理基準等 
 この工事に関する土木工事施工管理基準及び規格値、写真管理については、山梨
県県土整備部建設工事必携によるものとする。 
 
第１８条 他工事との調整 

本工事範囲にて、南アルプス市発注済みの工事、また今後予定される各種工事も
あるため、施工手順・工程については十分な打ち合わせを行い、工事の円滑な進捗
に努めるものとする。 

また施工場所周辺においても、多くの工事が密集しているため、周辺工事の施工
業者とも連絡を取り合って、安全な工事施工および周辺環境への配慮を行って進め
ること。 

 



 

第１９条 農地の復旧について 
 本工事範囲内にて、一部農地の復旧箇所があるため、その個所の土（作土）を仮
置きし、造成後仮置きした土を戻し農地の復旧を行う。農地の箇所や作業について
は監督員が指示を行う。 
 
第２０条 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知 

落札者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２０条の２第２項の規定に
基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認め
るときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、契約担当等に対して、その旨
を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 

 
第２１条 その他 

 この特記仕様書に記載無き事項および疑義が生じた場合には、監督員と協議す
るものとする。本業務は、ウィークリースタンスの対象業務である。業務の実施に
あたっては、「南アルプス市ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受注者相
互に協力し、取り組むものとする。その他特記仕様書によりがたい場合は、監督員
と協議するものとする 
 


